
 
2004年 12月 12日 のぶあきです 
【西澤伸明の議員だより】 

甲良町在士４６３ Tel.Fax38-4949 
▼Ｅメールinfo@jcp-nobuaki.com 
▼のぶあきホームページ 

http://www.jcp-nobuaki.com/ 

 

西
澤
の
主
な
質
問
内
容 

 

Ⅰ
、
合
併
問
題 

彦
根
市
長
の
「
合
併
断
念
」
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
、「
当

面
自
立
を
め
ざ
す
」
た
め
の
立
案
な
ど
見
解
を
質
問
。 

Ⅱ
、
「
全
体
の
奉
仕
者
」
と
し
て 

町
長
を
先
頭
に
町
幹
部
が
「
全
体
の
奉
仕
者
」
を
貫
く

心
構
え
を
問
う
。
飲
酒
、
個
人
情
報
漏
洩
な
ど
、
そ
の

一
つ
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
の
「
カ
ラ
オ
ケ
室
」
設
置
の

な
ぞ
に
つ
い
て
な
ど
問
う
。 

Ⅲ
、
町
財
産
の
管
理
・運
営
な
ど 

１
、
現
町
有
地
実
態
の
公
表
、「
混
乱
」
の
総
括
的
背
景

と
個
別
理
由
・
原
因
に
対
す
る
対
処
方
針
を
質
す
。 

２
、
課
税
漏
れ
、
未
登
記
、
所
有
権
移
転
登
記
の
放
置

な
ど
の
本
来
行
政
事
務
を
法
と
条
例
、
諸
規
則
に
も
と

づ
い
て
行
っ
て
い
れ
ば
、
発
生
し
得
な
い
問
題
へ
の
見

解
と
対
処
方
針
な
ど
を
質
問
。 

３
、
監
査
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
た
「
盗
水
」。 

Ⅳ
、
来
年
度
の
予
算
編
成
に
向
け
て 

１
、
農
業
振
興
。
①
リ
ー
ス
ハ
ウ
ス
補
助
、
特
別
栽
培

米
補
助
、
売
れ
る
麦
大
豆
づ
く
り
補
助
、「
甲
良
特
産
品
」

の
開
発
め
ざ
し
て
な
ど
近
郊
農
村
部
の
特
性
活
か
し
た

振
興
策
を
問
う
。
②
梅
か
も
公
園
事
業
、
ゆ
ず
の
里
整

備
事
業
の
健
全
な
発
展
の
た
め
の
視
点
な
ど
問
う
。 

２
、
中
小
商
工
建
設
業
者
の
営
業
を
守
る
た
め
に
。
①

震
災
・
台
風
災
害
復
興
の
仕
事
確
保
に
、
大
手
建
設
企

業
集
中
で
は
な
く
小
零
細
業
者
に
も
機
会
均
等
の
要
請

を
政
府
・
県
へ
。
見
解
を
問
う
。 

３
、
同
和
行
政
・
教
育
終
結
め
ざ
し
、
行
政
丸
抱
え
の

「
研
修
」「
学
習
」
等
の
廃
止
、
各
種
団
体
へ
の
補
助
に

「
研
修
」
等
を
条
件
と
す
る
こ
と
を
廃
止
す
る
べ
き
。 

４
、
町
税
・
負
担
金
な
ど
の
納
付
相
談
・
指
導
の
際
に

は
「
減
免
制
度
」
の
提
示
を
先
ず
行
う
べ
き
。 

公
権
力
・
大
企
業
の
人
権
侵
害
も
対
象
と
す
る 

真
に
実
効
性
あ
る
「人
権
救
済
法
」を

 

「
人
権
侵
害
救
済
法
の
制
定
」
を
口
実
に
「
同
和
利
権
」

の
生
き
残
り
を
ね
ら
う
意
見
書
提
出
の
可
能
性
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

豊
郷
町
議
会
で
８
日
、
可
決
さ
れ
た
意
見
書
と
今
村
議

員
に
よ
る
と
、「
都
道
府
県
ご
と
に
地
方
人
権
委
員
会
を

設
置
し
」「
人
権
・
差
別
問
題
に
精
通
し
た
人
材
を
独
自

に
採
用
す
る
こ
と
」な
ど
を
求
め
て
い
ま
す
。こ
れ
は
「
一

部
解
同
役
員
の
就
職
先
と
な
る
委
員
や
事
務
局
の
配
置

を
盛
り
込
ん
だ
法
制
定
を
求
め
る
」
意
見
書
だ
と
解
説
し

て
い
ま
す
。 

 

日
本
共
産
党
は
「
新
た
に
政
府
か
ら
独
立
し
た
包
括
的

な
人
権
救
済
機
関
の
設
置
は
当
然
必
要
」
と
す
る
立
場
で

す
。
最
小
限
、
次
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。
①
国
際
人
権
規
約
か
ら
遅
れ
て
い
る
国
内
法

の
整
備
、
政
府
が
積
極
的
な
人
権
保
障
活
動
を
行
う
責
務

を
明
記
、
②
任
命
手
続
き
、
運
営
、
財
政
な
ど
政
府
か
ら

の
独
立
、
③
公
権
力
機
関
や
大
企
業
へ
の
出
頭
命
令
、
資

料
提
出
命
令
な
ど
の
調
査
権
限
、
④
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
は

自
主
的
解
決
の
機
関
を
確
立
、
任
意
の
調
査
権
、
被
害
回

復
勧
告
、
⑤
救
済
機
関
は
「
解
同
」
な
ど
一
部
運
動
団
体

が
一
方
的
に
「
部
落
差
別
」
と
認
定
し
、
糾
弾
す
る
こ
と

に
迎
合
し
て
は
な
ら
な
い
。「
差
別
的
表
現
」
の
差
し
止

め
、
削
除
な
ど
表
現
活
動
の
強
制
的
な
措
置
、
内
心
の
自

由
を
侵
害
す
る
「
教
育
・
糾
弾
」
な
ど
は
認
め
な
い
。 
 

私
は
、
憲

趣
旨
で
請
願

た
。
し
か
し

解
同
滋
賀
県
連
副
委
員
長
の
入
札
妨
害
と
恐
喝
で
の
逮

捕
な
ど
「
解
同
」
に
策
動
の
舞
台
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
判
断
が
必
要
で
す
。 

 

 

12
月
７
日
開
会
さ
れ
た
甲
良
町
議
会
定
例
会
は
平
成
15
年
度
一
般
会
計
、
特
別
会
計
な
ど
の

決
算
認
定
の
議
案
そ
の
他
が
提
出
さ
れ
、
決
算
研
究
会
、
常
任
委
員
会
の
審
議
に
入
っ
て
い
ま
す
。 

一
般
質
問
は
15
日
に
行
わ
れ
、
６
議
員
が
質
問
通
告
を
提
出
。
私
は
５
番
目
で
す
。 

傍聴においでください 
 

員、田中議員、

員の順番で行

西澤は午後に

 
算認定議案の

決や意見書採

 

任委員会です。 
１５日一般質問 
中田議員、北川豊昭議

奥山議員、西澤、大町議

われます。９時開会で、

なる見込みです。 
 

１７日本会議最終
 委員会に付託された決

各委員長報告、討論、採

決などが行われる予定。

 なお、１３日は総務常
法
の
人
権
条
項
と
「
パ
リ
原
則
」
を
活
か
す

に
は
提
出
者
が
だ
れ
で
あ
れ
賛
成
し
ま
し

、
17
日
に
提
出
さ
れ
る
意
見
書
案
が
、
元


